
「興行場法施行条例」の一部改正案に対する意見募集の結果について 

 

１ 意 見 募 集 期 間：平成 27 年 12 月 15 日（火曜）から平成 28 年 1 月 14 日（木曜） 

２ お寄せいただいたご意見等：４件 

３ ご意見・ご提案の内容と対応 

分類・該当箇所 ご意見の概要 計 ご意見に対する県の考え方 

全般  女性活躍加速のための重点方針を受けての見直しです

が、なぜ、喫煙場所に対して改正を行うのか。 
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「女性活躍加速のための重点方針 2015」を受けての見直しは、便

器の数に関するものであり、喫煙場所については、健康増進法に基

づく受動喫煙防止の観点から、改正するものです。 

２の(１) 

喫煙室について 

喫煙室を設けることについては、費用もかかるため、施

設管理者や興行主の判断に任せ、努力義務にした方が良い

のではないか。 

また、喫煙室を設置した場合は補助金等を考えた方が良

いのではないか。 
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今回の改正では、喫煙室の構造基準を設けましたが、喫煙室の設

置を義務付けていないことから、補助金等は考えておりません。 

 

 


